
国土交通省 南海トラフ巨大地震・首都直下地震対策計画の策定及び対策の推進①

国土交通省は現地における災害対策や応急活動の重要な担い手であることから 国土 ○骨太方針 第 章 （ ）国土交通省は現地における災害対策や応急活動の重要な担い手であることから、国土
交通省南海トラフ巨大地震・首都直下地震対策本部及び対策計画策定ワーキンググ
ループを設置し、南海トラフ巨大地震、首都直下地震が発生した際の「応急活動計画」及
び発生に備え「戦略的に推進する対策」からなる対策計画をとりまとめる。

○骨太方針 第２章５.（３）
○日本再興戦略 Ⅱ.一.５.④

南海トラフ巨大地震・首都直下地震で想定される被害

【南海トラフ巨大地震の被害想定】 【首都直下地震の被害想定】

南海トラフ巨大地震の地震動分布
首都直下地震の地震動分布

地震動により建物の
倒壊は約１３４万棟
（写真：兵庫県南部地震）

津波による死者は約１３万人
（写真：東北地方太平洋沖地震） 帰宅困難者は約６５０万人地震により発生する火災による

焼失する建物は約８５万棟

【都政新報社提供】

出典：首都直下地震被害想定（H17、内閣府）出典：南海トラフ巨大地震について（最終報告）（H25、内閣府）

【都政新報社提供】

○ 対策本部

（本部長） 大臣

構成員

○ ７月１日 第１回本部会議・ワーキンググループ合同会議

○ ７月下旬 ワーキンググループにて、具体的な対策計画の検討

計画策定までの進め方（予定）

（本部長） 大臣
（本部長代行） 副大臣及び大臣政務官
（副本部長） 事務次官、技監及び国土交通審議官
（構成員） 各局長等

○ 対策計画策定ワーキンググループ（ＷＧ）

○ ７月下旬 ワ キンググル プにて、具体的な対策計画の検討
～８月

○８月２２日 第２回本部会議・ワーキンググループ合同会議
（国土交通省南海トラフ巨大地震対策計画中間とりまとめ）

今後 政府全体の行動計画の策定に合わせて 国土交通省南海トラフ巨大地震○ 対策計画策定ワーキンググループ（ＷＧ）

（座長） 鶴保副大臣
（副座長） 松下大臣政務官、赤澤大臣政務官
（構成員） 各局長等

今後、政府全体の行動計画の策定に合わせて、国土交通省南海トラフ巨大地震
対策計画及び首都直下地震対策計画の最終とりまとめに向けた検討を進める。

上記と並行して、地方支分部局において両地震における地域対策計画の策定に
向けた検討を進める。
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国土交通省は、被災による社会的・経済的な影響の大きさや緊急性等を踏まえた上で、
○骨太方針 第 章 （ ）

国土交通省 南海トラフ巨大地震・首都直下地震対策計画の策定及び対策の推進②

「国土交通省南海トラフ巨大地震対策計画中間とりまとめ」で示された、国土交通省が総
力を挙げて対応すべき重要なテーマと重点対策箇所について、特に重点的に対策を推
進する。

○骨太方針 第２章５.（３）
○日本再興戦略 Ⅱ.一.５.④

重要なテ 南海トラ 巨大地震対策計画で講ずる対策重要なテーマ 南海トラフ巨大地震対策計画で講ずる対策

①短時間で押し寄せる巨大な津波からの避難
を全力で支える。

②数十万人の利用者を乗せる鉄道や航空機

①持ちうる全ての手段で、避難の遅れによる死者
ゼロを目指す。

特に短時間で津波が到達するトラフ軸に近い沿岸域に
おける緊急地震速報・津波警報等及び津波観測情報
の迅速化・高精度化 等

②数十万人の利用者を乗せる鉄道や航空機
等の利用者について、何としてでも安全を確
保する。

③甚大かつ広範囲の被害に対しても、被災地
の情報を迅速・正確に収集・共有し 応急活

②地震や津波による事故をなくし、乗客を守る。

③国土交通省の総力を挙げるとともに、交通業
界も総動員し 最先端技術を活用した情報収

東海道新幹線において、脱線時の被害が大きいと想
定される区間を優先的に脱線・逸脱対策 等

濃尾平野及び大阪平野において、既存のシステムを活
用した被災情報の収集 共有を迅速 正確化 等の情報を迅速 正確に収集 共有し、応急活

動や避難につなげる。

④無数に発生する被災地に対して、総合啓開
により全力を挙げて進出ルートを確保し、救
助活動を始める。

界も総動員し、最先端技術を活用した情報収
集と共有。

④陸海空あらゆる方面からのルート啓開「総合啓
開」を行う。直ちに全国からの船艇、航空機等を
動員し、人命救助に全力。

用した被災情報の収集・共有を迅速・正確化 等

紀伊半島、四国、九州等の津波による浸水が想定され
る地域の主要な道路を対象に、今年度内に広域道路
啓開計画を策定 等助活動を始める。

⑤被害のさらなる拡大を全力でくい止める。

⑥民間事業者等も総動員し、数千万人の被災
者・避難者や被災した自治体を全力で支援す

動員し、人命救助に全力。

⑤大規模な二次災害を、事前の戦略的な備え
と、発災後の迅速かつ的確な行動で最小限にく
い止める。臨海部での火災を起こさせない。発
生した火災には関係機関とともに迅速に対応

強い揺れが想定される紀伊半島や四国等の内陸部の
山間地において、緊急対応に不可欠な交通網の寸断
や二次災害のおそれのある箇所等を対象とした土砂
災害対策 等者 避難者や被災した自治体を全力で支援す

る。

⑦事前の備えも含めて被害の長期化を防ぎ、１
日も早い生活・経済の復興につなげる。

生した火災には関係機関とともに迅速に対応
し、延焼させない。

⑥民間事業者等を総動員した支援物資輸送を展
開。１２Ｈ以内にリエゾンを派遣。民間ストック
の活用も含めた被災者向け住宅等の供給。

災害対策 等

中国圏、四国圏において、自治体や物流事業者等と連
携した支援物資輸送体制を構築し、訓練等を実施 等

⑦致命的な被害を受けない備え、被災後の影響
の緩和。

静岡市由比地区においては、大規模土砂災害対策の
重点的推進。東京湾、伊勢湾、大阪湾においては、港
湾施設等の耐震・耐津波性能の強化 等重要交通網が集中する

静岡県由比地区の地滑り
濃尾平野における

津波浸水想定
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公共施設等の耐震化・津波対策①

大規模災害発生時の安全性を確保するため、インフラ・公共施設の耐震化や液状化

概算要求 税制要望

下記参照 下記参照

大規模災害発生時の安全性を確保するため、インフラ 公共施設の耐震化や液状化
対策、海岸堤防等がその機能を確実に発揮するための水門・陸閘等の自動化等を
推進する。

○骨太方針第２章５．（３）

海岸
概算要求額：【水局】約521億円の内数、【港湾局】112億円の内数、社会資本整備総合交付金、
防災・安全交付金の内数、水門・陸閘等の効果的・効率的な管理運用方法の検討等に必要な
経費0 08億円

河川
概算要求額：約521億円の内数、
社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金の内数

海岸堤防の耐震性調査を推進するとともに、必要な耐震・液状化対策を
推進する。また、水門等の常時閉鎖・統廃合等の総合的な検討行い、優
先順位の高い施設の自動化・遠隔操作化等を推進する。

海岸堤防等の耐震化の状況 水門・陸閘等の自動化等

地震計を門柱上部に設置し 定の

経費0.08億円

堤防・水門等の耐震・液状化対策 水門等の自動化・遠隔操作化

大規模地震の対策地域における津波被害リスクが高い河川等におい
て、河川堤防のかさ上げ、堤防・水門等の耐震・液状化対策、水門等
の自動化・遠隔操作化を推進する。

約8,400km
耐震性あり
約3,300km
（約4割）

完了後写真

（地震計が写ってい

地震計を門柱上部に設置し、一定の
地震動を感知した場合に自動で閉鎖

耐震性なし
約830km
（約1割）

調査未実施

水門堰

概算要求額：港湾整備事業費2,032億円の内数、港湾海岸事業費112億円の内数、社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金の内数、
行政経費 億円の内数 独立行政法人港湾空港技術研究所施設整備費補助金 億円の内数港湾港湾

概算要求額：港湾整備事業費2,032億円の内数、海岸事業費112億円の内数、社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金の内数、独立行政法人港湾空港
技術研究所施設整備費補助金2億円の内数 基幹的広域防災拠点における広域輸送訓練に必要な経費0 3億円 港湾広域防災拠点支援施設の維持管

※１：国土交通省・農林水産省調べ（H24.3）
※２：被災３県（岩手・宮城・福島）は除く

（地震計が写って
る写真）

愛知県杉谷川樋門の例

調査未実施
約4,400km
（約5割）津波警報を受信すると自動

でゲートが閉まる

下水道 概算要求額 防災 安全交付金の内数

コンビナート港湾の強靱化の推進

○製油所等における災害対応力の強化に向
けた取組みと連携しつつ、航路沿いの護岸
等の耐震改修をはじめとしたコンビナート
港湾の強靱化を推進する

税制：特定技術基準対象施設を耐震改修する際の特例措置の創設（法人税）【新規】

○発生頻度の高い津波は防災目標、最大クラスの津波
は減災目標とするが、人口、産業等が集積する三大
湾等においては発生頻度の高い津波を越える津波に
対する防護水準の確保について検討

三大湾等における防護水準の検討

行政経費21億円の内数、独立行政法人港湾空港技術研究所施設整備費補助金2億円の内数港湾港湾 技術研究所施設整備費補助金2億円の内数、基幹的広域防災拠点における広域輸送訓練に必要な経費0.3億円、港湾広域防災拠点支援施設の維持管
理に必要な経費0.6億円

税制：特定技術基準対象施設を耐震改修する際の特例措置の創設（法人税）【新規】
下水道 概算要求額：防災・安全交付金の内数

ハード対策

地震時において下水道が有すべき機能（揚水機能、沈殿処理機能等）
を確保するため、優先順位の高い施設のハード対策を推進する。
あわせて下水道BCP策定等によるソフト対策を推進する。

耐震強化岸壁を核とする
港湾の防災拠点の形成

港湾の強靱化を推進する。

緑地等のオープンスペース

対する防護水準の確保について検討。

防波堤における「粘り強い構造」の導入

○静穏度を確保し、津波等に対する減災効果を有する
防波堤について、補強対策を講じる。

【天端形状の工夫】

工夫がない場合津波

終末処理場等の耐震・耐津波化 重要な幹線等の耐震化

重要な幹線等
・処理場と防災拠点
等をつなぐ管渠

・緊急輸送道路下

増打ち部
樹脂アンカー

既設部

○防災拠点を被災地の復旧・復興の拠点と
して活用。

防波堤

基礎マウンド

洗掘
基礎マウンド

【腹付工の設置】

【洗掘防止マットの敷設】

【被覆ブロックの設置】

ソフト対策 上記に加え、下水道ＢＣＰ策定等のソフト対策を推進。

緊急輸送道路下
の管渠 等

対策例：既設マンホールと管の接続部の可撓化対策例：ＲＣ断面増厚工法によるく体の補強
耐震強化岸壁
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公共施設等の耐震化・津波対策②

空港

概算要求 税制要望

下記参照 下記参照

空港整備事業 992.1億円の内数

耐震化対策
津波対策道路道路 液状化対策の強化

橋梁の耐震化

概算要求額：道路事業費の内数、社会資本整備総合交
付金、防災・安全交付金の内数

●緊急避難計画の策定
●早期復旧計画の策定・施設被害

軽減対策

「地震に強い空港のあり方」（平成19年4月）に基づき、
航空輸送上重要な13空港を優先的に、空港の耐震化

を実施中。

東日本大震災時の仙台空港の状況

3月11日
地震発生

震
津波対策道路

東日本大震災での被害状況

道路斜面崩落
防止

橋梁の耐震化

東日本大震災時の仙台空港の状況

対策済箇所（滑走路）未対策箇所（誘導路） 3月15日
自衛隊ヘリ着陸

3月16日
米軍機Ｃ130着陸

4月13日

道路局作成中

東日本大震災での被害状況

■道路（平面部）
①東日本大震災での被災
状況
②新たな液状化判定方法
③路面被害を軽減する方

盛土のり尻部補強

液状化による舗装の沈下
→復旧 約１ヶ月

液状化なし
→早期復旧

4月13日
民航機の就航再開
1日6往復

引き続き、管制機能を確保するための庁舎等及び最低限
必要となる基本施設等の耐震化等を推進。

また、災害発生時の空港機能等のあり方の検討を推進。

③路面被害を軽減する方
法
④地震発生時の不具合箇
所（空洞等）の点検方法等

官庁施設官庁施設

【地震対策】

当面の目標：
H27年度末までに少なくとも9割以上

概算要求額：
１０６．２億円【拡充】

鉄道

《地震対策》

鉄道施設安全対策事業費補助金：２５.０億円【拡充】
本州四国連絡橋（本四備讃線）耐震補強：４８.０億円【新規】
都市鉄道整備事業費補助：１３０.２億円の内数
首都直下地震・南海トラフ地震に備えた耐震対策により取得した鉄道施設に係る特例措置の創設（法人税）

指針（案）作成

○官庁施設に必要な耐震性能を確保

○首都直下地震時の政府中枢機能維持に

必要な電力の確保

○大規模地震災害の発生に備え、

広域防災拠点となる官庁施設の整備を推進

《地震対策》
○主要駅や高架橋等の鉄道施設の耐震対策を一層推進
○大規模地震発生時に列車を安全に止めるため、早期地震検知システム等の導入
○新幹線の脱線・逸脱を防止するため、脱線時の被害が大きいと想定される区間から優

先的に脱線防止ガード等の整備を推進

広域防災拠点となる官庁施設の整備を推進

【津波対策】

○官庁施設における人命の安全確保と

防災拠点としての機能維持等が

⾼置⽔槽

活動拠点室 備蓄
倉庫

業務 主 室

避難スペース

耐震性

設備室

屋外階段

⾃家発電設備
受変電設備レベル2の津波の⾼さ

脱線防止ガード

防災拠点としての機能維持等が

図られるよう、津波対策を実施

○地域ニーズを踏まえ、一時的な避難

施設として活用できるよう整備

出⼊⼝
⾮常時
開放

会議室等

業務上主要な室
表⽰看板

駐⾞場

耐浪性
レベル1の津波の⾼さ 表⽰看板

《津波対策》
○各事業者における津波からの避難対策を促進

【早期地震検知システム】

【鉄道施設の耐震対策】
逸脱防止ストッパ
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緑の防災・減災の推進（緑の防潮堤等）

強靭かつ美しく風格のある国土を創造するため 沿岸部における防災・減強靭かつ美しく風格のある国土を創造するため、沿岸部における防災・減
災や利用、自然環境、景観を考慮した緑の防潮堤の整備など、緑を活用し
た防災・減災を推進する。

○骨太方針
第２章５．（３）

○緑の海岸保全計画（仮称）
■防災・減災や利用、自然環境、景観を考慮した総合的な

エリアマネジメントを行うための「緑の海岸保全計画（仮
称）」を関係者が連携して策定し 緑豊かで安全な”地域

○緑の防潮堤の整備
■堤防と一体的な盛土・植生を配置した「緑の防潮堤」

を整備

称）」を関係者が連携して策定し、緑豊かで安全な 地域
の顔“として風格のある沿岸域を整備

海浜防災公園の整備海浜防災公園の整備

避難地や津波減勢効果を有すと
ともに、沿岸利用を促進する海側 陸側

緑の海岸保全エリア（仮称）

緑の防潮堤完成イメージ

海岸防災林の整備
緑の防潮堤の整備

堤防と 体的な盛土 植生を配置した緑の防
海岸防災林の整備

飛砂・潮害の防備や津波減衰機能を確保
するとともに、風格ある景観を形成する

堤防と一体的な盛土・植生を配置した緑の防
潮堤を整備

平成25年6月30日 宮城県岩沼海岸で行われた植樹式の様子 緑を活用した防災・減災対策イメージ

緑の防潮堤 海岸防災林 防災公園
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老朽建築物等の建替え、耐震改修の促進等

○建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため 耐震診断の実施の義務付け 耐震改修計画 ○骨太方針 第２章５（３）

概算要求 税制要望

新規・拡充 ２８０億円
社会資本整備総合交付金等の内数 下記参照

○建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、耐震診断の実施の義務付け、耐震改修計画
の認定基準の緩和、補助制度等の支援策の拡充等の所要の措置を講ずる。

○老朽建築物の建替え等における都市機能導入支援の強化及び老朽化マンションの建替え等を促進する。
○構造計算適合性判定制度を含む確認検査制度のあり方等について検討する。

Ｚ

○骨太方針 第２章５（３）
○日本再興戦略 中短期工程

表一.５.「立地競争力のさらなる
強化④」

○規制改革実施計画 Ⅱ.５

１．病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する大規模建築物等について耐震診断義務付け

① 住宅・建築物の耐震改修の促進 今後の検討項⽬今後の検討項⽬
建築物の耐震化に伴う建物所有者の経済的負担をより

一層軽減するため、支援措置を更に拡充
耐震改修促進法の改正（平成25年5月22日成立）等による措置

４．耐震診断の義務付け対象の建築物について、国が重点的・緊急的に支援する仕組みを創設等

３．耐震改修の必要性の認定を受けた区分所有建築物について、決議要件を緩和（３／４→１／２）

院、 、旅館 特定多数 者 す 規模建 物 震 義務

２．耐震改修計画の認定制度について対象工事の拡大及び容積率、建ぺい率の特例措置創設による耐震改修工法の利用促進
改正「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の運用、

所有者への周知、建築主・設計者向けの情報提供等

【税制】
・既存建築物の改修投資促進のための特例措置の創設（法人税等）

老朽建築物の建替え等に合わせた防災拠点、医療・福祉施

耐震診断の義務付け対象の建築物に て、国が重点的 緊急的に支援する仕組みを創設等

② 老朽建築物の建替え等の促進

・都市の競争力の向上【日本再興戦略（平成25年6月14日閣議決定）（抄）】

今後の検討項⽬今後の検討項⽬

設等の機能導入の促進に係る予算措置

老朽化マンションの建替え等の促進に係る予算・税制措置

医療、福祉等の機能を街なかに誘導するための規制誘導策

老朽化マンションの建替え等の促進策
老朽化マンションの建替え等の促進について【規制改革実施計画（平成25年6月14日閣議決定）（抄）】

老朽化した建築物等を更新すること等により都市環境や生活環境の向上、・・・、防災力の向上等を通じて、都市の国際競争力
の強化を図ることが重要。
地方都市においても、街なかへの集約化による都市構造の再構築を行い、人口が減少する中でも住宅・医療・福祉等の機能を
街なかに誘導し、都市の活力の維持・向上を図る。
・都市再構築戦略検討委員会における議論も踏まえ検討。

【税制】
・老朽化マンションの建替え等の促進に係る特例措置の創設・延長（所
得税・法人税・登録免許税・不動産取得税等）

・老朽化マンションの建替え等の促進について【規制改革実施計画（平成25年6月14日閣議決定）（抄）】

老朽化マンションについて、建替えを含めた再生事業が円滑に進むよう、区分所有建物に係る権利調整の在り方や建築規制等

の在り方、専門家による相談体制等を含め、多角的な観点から総合的な検討を行い、結論を得る。 （平成25年度検討・結論）

③建築基準制度の見直し

31

③建築基準制度 見直し
今後の検討項⽬今後の検討項⽬

法改正も含めた建築基準制度の見直しを検討•構造計算適合性判定制度や仮使用承認制度など確認検査制度等の一連の手続きが円滑かつ適正に進む仕組みを検討
•木材の耐火性に関する研究の成果等を踏まえた木造関連基準の見直しを検討
•建築物の事故の原因究明等に係る国による建築物等の調査権限の創設を検討

次のような事項について、社会資本整備審議会において審議中

等
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密集市街地改善の推進

地震時等に大規模な火災が発生するおそれのある密集市街地の早期の改善を
○骨太方針 第２章５ （３）

概算要求 税制要望

防災・安全交付金の内数 －

「 ( )

図るため、権利者の合意形成状況に応じた柔軟な取組により、円滑かつ迅速に
避難路整備を推進する。

○骨太方針 第２章５.（３）
○日本再興戦略 Ⅱ.一.５.④

背景・必要性

○「地震時等に著しく危険な密集市街地」 が全国に197地区、5,745ha存在 (H24.3時点)
・住生活基本計画(全国計画)において、H32年度に概ね解消する目標を設定（H23.3閣議決定）
・社会資本整備重点計画においても、同様のアウトカム指標を設定（H24.8閣議決定）
・従来の「延焼危険性」に加え、新たに「避難困難性」（地区内閉塞度）を考慮した指標設定

○密集市街地の早期の改善に向け 従来からの取組に加え 避難路等の整備をより 層促進し 地区内閉塞度の○密集市街地の早期の改善に向け、従来からの取組に加え、避難路等の整備をより一層促進し、地区内閉塞度の
改善を図ることが急務

○円滑・迅速に避難路整備を進めるため、権利者の合意形成状況に応じた柔軟な取組が必要

○将来、避難路用地へ充当（転換）することを前提とした、

避難路用地近隣の土地の取得を交付対象に追加

拡充内容

※避難経路となる公園、広場
等の公共的空間を含む

避難路用地近隣の土地の取得を交付対象に追加

→ 将来、避難路用地へ充当（転換）することを前提に

近隣の土地を取得

→ 取得した土地は緊急的に防災空地として活用
交換交換

ピンポイントで避難路整備
予定の土地を取得するには
長期間を要する

避難路の整備用地

→ 取得した土地は緊急的に防災空地として活用

→ 順次、避難路用地と交換

避難路用地内の従前地権者の地区内居住を確保

長期間を要する

避難路用地の近隣の土
地を取得
順次、避難路用地と交換

避難路用地内 従前地権者 地区内居住 確保

権利者の合意形成状況に応じた柔軟な取組により、避難路整備等を推進し、密集市街地の改善を加速化 
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ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの活動強化

東日本大震災の教訓を踏まえ、全国のＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ（緊急災害対策派遣隊）が

概算要求 税制要望

新規 約9.5億円の内数 －

（３）災害対応力強化のための資機材等の充実（１）ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ活動計画の作成

東日本大震災の教訓を踏まえ、全国の （緊急災害対策派遣隊）が
迅速・的確な活動を確実に行うため、これまで以上に応急対応力の強化を推進し、
国家的危機に備える。

○骨太方針 第２章５.（３）

（３）災害対応力強化のための資機材等の充実

・ 最悪のシナリオを想定
し、全国の地方支分部

（１）ＴＥＣ ＦＯＲＣＥ活動計画の作成
【被災状況調査のための資機材】【情報通信機器】

小型無人ヘリの導入による
局所的な被災状況の調査

し、全国の地方支分部
局等から派遣する隊員
数、災害対策用資機材
の種類と量、移動手段
やルート、進出拠点等を
予め具体的に定める 【無人化施工機械の技術開発】

ヘリサット等、情報通信機器を配備。
災害時における通信の確実性を確保

ヘリサット

小型無人ヘリ

予め具体的に定める。
・発災時には、本省の指

示を待たず計画に基づ
き全国のTEC-FORCEが
活動開始。

【無人化施工機械の技術開発】

３Dレーザースキャナ

３Ｄレーザースキャナよる被災
地形等の局所的モニタリング危険な現場での作業を無人で施工

ブ

（２）訓練による人・組織づくり

（４）TEC-FORCEの活動を支援する仕組みづくり

建設機械（油圧ショベル）

３Dレーザースキャナ

・地方ブロックを超えた広域的
な支援・受援訓練の実施

・自衛隊等の関係機関と連携
した実働訓練の実施

・研修・訓練や隊員の任命基研修 訓練や隊員の任命基
準を体系的に整理し・構築し、
隊員の育成、増強を図る。 防災エキスパート等の民間と連携した

TEC-FORCE活動支援体制の強化

自衛隊によるTEC-FORCEや
資機材の輸送（緊急物資輸送
訓練の様子）広域連携防災訓練（平成25年2月）

-TEC-FORCEによるTV会議による活動報告状況-
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緊急輸送道路の再構築・強化等

大規模災害に備え緊急輸送道路の再構築 強化 広域啓開体制を構築 連携する
○骨太方針 第２章５．（３）
○日本再興戦略二 テ マ３

概算要求 税制要望

道路事業費の内数
社会資本整備総合交付金等の内数

－

大規模災害に備え緊急輸送道路の再構築・強化、広域啓開体制を構築・連携する。

○広域啓開体制の構築・連携
避難階段等の設置法定協議会

○日本再興戦略二．テーマ３
○中央防災会議

災害情報等の早期収集・統合

・都道府県を越えた広域的観点で体制構築

（改正道路法28条の2に基づく法定協議会）。

・緊急輸送道路等については

避難階段等の設置法定協議会 災害情報等の早期収集 統合

通行実績データ

ITV・ヘリ等からの緊急輸送道路等については

関連する施設の強化を推進。
緊急輸送道路等における

無電柱化の推進

「通れたマップ」（ITS‐JAPAN）

電子国土＋ＤＲＭ

規制・被災情報

ITV・ヘリ等からの
画像データ

啓開活動に支障 無電柱化

災害対策用ヘリ
（各地方整備局）

道路啓開、応急復旧、緊急輸送等に活用

統合ハザードマップ

「道の駅」防災拠点化のイメージ

道の駅の防災拠点化

更 南海 地震 首都直 地震 お 過酷な状況を想定

広域啓開計画（イメージ）

・災害用トイレや非常用電源を設置するなど、「道の駅」の防災機能を整備

更に、南海トラフ地震、首都直下地震において、過酷な状況を想定し、

従来の設計震度を上回る地震荷重に対する評価や最優先啓開ルート

などの設定と関係機関同士の連携方策を検討。
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災害に強い物流システムの構築

多様な輸送 る な物流を確保するた 境整備を検 する

概算要求 税制要望

拡充 2.7億円 -

多様な輸送手段の活用による円滑な物流を確保するための環境整備を検討する。 ○骨太方針第２章５．（３）

広域かつ大規模な地震が発生した場合においても多様な輸送手段・輸送ルートにより円滑な物流を確保する。

■多様な関係者による検討を実施

・代替輸送、BCP作成に

●具体的検討内容

国土交通省（本省） 代 輸
おける課題の整理

・広域的な地域における
づ

発荷主
or

物資供給者

受荷主
or

物資拠点等

物流事業者・物流事業者団体、荷主等

※多様な輸送手段をもつ関係者や荷主
等の参画のもと検討を実施

国土交通省（本省）

想定シナリオに基づく
訓練（多様な輸送手段
の活用）

図：多様な輸送手段の体制（イメージ）

物資供給者 物資拠点等
等の参画のもと検討を実施

多様な輸送手段等の相互連携
による円滑な支援物資物流の
確保および災害時のサプライ

国土交通省（地方運輸局、地方整備局）

多様な輸送手段の活用に向けた検討を図るとともに、荷主と物流事
業者が連携した災害時における代替輸送の確保を含む事業継続計画
（ＢＣＰ）を検討

確保および災害時のサプライ
チェーンの確保に関して検討

●物資拠点に対する支援

・協議会において、広域物資
物流事業者・物流事業者団体、荷主等
※従来の地方協議会を拡充し、多様な

物流事業者を含む協議会を開催。
非常用通信設備非常用電源設備 保管場所免震装置

拠点として選定された民間物
流施設に対して、右図の各
種設備の導入支援を実施。
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大規模水害対策等の推進

近年の水害リスクの増大等を踏まえ 安全度の向上に大きく寄与する抜本的な治水対策や堤防の緊急点検結

概算要求 税制要望

約3,697億円
拡充 防災・安全交付金の内数

下記参照

近年の水害リスクの増大等を踏まえ、安全度の向上に大きく寄与する抜本的な治水対策や堤防の緊急点検結
果に基づく緊急対策などの予防的な治水対策を推進する。あわせて、大規模水害発生時における被害軽減対
策を実施することにより、国民の生活の安全・安心を確保するための治水対策等を総合的に推進する。

○骨太方針
第２章５. （３）

予防的な治水対策
②堤防の緊急点検結果に基づく
緊急対策

予防的な治水対策
③大規模水害に備えた流域減災対策

○大規模水害発生時における被害軽減に資する
情報提供、復旧活動等を円滑に行うための高
架道路へ接続する坂路や側帯盛土の整備など
の流域減災対策を実施

①安全度の向上に大きく寄与する治水対策

○抜本的な治水安全度の向上等を図るため、遊水地の整備や、
既設ダムを運用しながらその機能を向上させるダム再生など
に いて 整備効果の早期発現に向け事業を重点的に実施

○近年の水害の発生等を踏まえ、全国におい
て同様な被害の発生の防止・軽減を図るた

の流域減災対策を実施。

全国１０９の一級水系の直轄河川堤防延長
Ｌ＝約１３，４００ｋｍ ※堤防不要区間を除く

について、整備効果の早期発現に向け事業を重点的に実施。

富士川大橋

河川防災
ステーション

広域ネットワークの形成

・既設ダムを有効活用することにより、コスト、工期、環境負荷を抑制しつつ、
治水・利水機能の向上を図る。

・そのため、既設ダムを運用しながらダムの機能を向上させる我が国の先

め、堤防の緊急点検結果に基づく緊急対策
などの予防的な治水対策を重点的に実施。【既設ダムを有効活用したダム再生の推進 】

点検
結果

要対策延長
Ｌ＝約２,２００ｋｍ

※重複計上なし（各対策の延長は重複あり）

防災拠点と道路とのネットワークの形成（富士川）

富
士
川→

横
川

→

H21.3撮影

進技術であるダム再生を推進。

≫未だ浸水被害や渇水被害は頻発
≫地球温暖化への適応も必要
≫純国産・再生可能エネルギーとして

水力発電が大きく注目

既設ダムの再生・有効活用に
高い期待
（我が国の先進的な技術を活かし、
積極的な国際展開も）一方ダムサイト

適地は減少

○頻発する局地的な大雨（ゲリラ豪雨）への対応
○近年、短時間の局地的な大雨等により浸水被害が多発していることから、計画を超える

局地的な大雨に対しても住民が安心して暮らせるよう、住宅地や市街地の浸水被害の
軽減を図るため、「100mm/h安心プラン」等の取り組みを推進。また、都市部においては、
河川・下水道が一体となった施設整備を重点的に実施

【鶴田ダム再開発（川内川水系）】

適地は減少

現在の放流施設よりも
低い位置に放流管を増設

河川・下水道が一体となった施設整備を重点的に実施。

○温暖化により豪雨の発生頻度増加等が進行すると予測されていることから、その影響を
予測・分析するとともに、その影響を踏まえた洪水等に対する被害軽減方策を検討する。

②ダム本体削孔①貯水池内での
水中作業（仮締切）

「１００㍉／h安心プラン策定

地方公共団体

水管理 国土保全局長 よる登録

国による支援

必要な洪水調節容量を確保するため、ダム
を運用しながら大水深（約65m）での放
流管の増設等を実施

「１００㍉／h安心プラン策定」

住民・企業等 市町村・河川管理者
・下水道管理者

水管理・国土保全局長による登録

流域貯留浸透事業を拡充済み（H25）

下水道浸水被害軽減総合事業の拡充
（H26要求）

社会資本整備総合交付金等による支援

河川

下水道税制：浸水防止用設備に係る特例措置の創設
（法人税・固定資産税等）【新規】

税制：高規格堤防整備事業に伴い取得する建替家屋に係る特例措置の延長
（不動産取得税）

写真②写真①
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大規模土砂災害対策等の推進

○地震 台風や集中豪雨等により発生が懸念される大規模土砂災害や 火山噴火に伴う土砂災害から人命を守る

概算要求 税制要望

約528億円
防災・安全交付金の内数

－

○地震、台風や集中豪雨等により発生が懸念される大規模土砂災害や、火山噴火に伴う土砂災害から人命を守る
ため、住民の避難や災害発生時の対応に必要となる緊急輸送道路や防災拠点を保全するための施設整備を実
施する。

○地域・関係機関等と連携した避難路・避難所の指定および避難計画の整備、防災訓練等を実施する。

○骨太方針第２章５．（３）

深層崩壊の発生

【資機材備蓄】

火山噴火対策大規模土砂災害（深層崩壊等）対策 ■緊急時の減災対策を迅速かつ柔軟に実施するため
の施設整備、資機材の備蓄、警戒避難に関する支援
体制の強化等を実施

深層崩壊の発

土石流化して流下 深層崩壊の発生状況
（紀伊山地・赤谷地区）

■溶岩流

上流

導流堤

【施設整備】

リアルタイムハザードマップの
作成等

広域避難所

【緊急除石】

導流堤
砂防堰堤

上流

下流

備蓄資材を用い
た緊急的な施設
機能の向上

作成等

•防災拠点
•緊急輸送道路

•避難路

•広域避難所

砂防堰堤の整備

監視

リアルタイムハ
ザードマップに
よる危険区域の
想定

監視・観測機
器の整備

基幹的な
砂防施設
の施工

緊急ハード対

火山噴火時における緊急的な
減災対策のイメージ

•防災拠点

砂防施設がない場合の被災区域

•住民の避難を支援するため、防災拠点集落、緊急
輸送路等の保全に必要な砂防堰堤等の整備を推進

ワイヤー
センサー

視
カメラ

緊急ハード対
策施設の施工

緊急対策用
資機材の備
蓄

緊急ハ ド対
策施設の施工

嵩上・腹付

既設堰堤

既設砂防堰堤の改築・補強
※イメージ

•避難路、避難所の指定等の避難計画等の整備・防
災訓練の支援 火山砂防情報の提供

光ケーブル等
の情報通信網
の整備

平常時に実施する噴火対策 噴火時に実施する緊急対策
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地震、気象等の監視・予測システムの強化

台風、集中豪雨、南海トラフや首都直下等の地震、火山噴火等から人命を守れるよう、

概算要求 税制要望

新規・拡充 124.1億円 -

○骨太方針第２章５.（３）

台風・集中豪雨等への対策台風・集中豪雨等への対策 情報通信処理基盤の強化等 防災行動に対応した防災気象情報の改善

台風、集中豪雨、南海トラフや首都直下等の地震、火山噴火等から人命を守れるよう、

防 災 気 象 情 報 の 高 度 化 と 新 た な 情 報 提 供 に 向 け た 基 盤 整 備 を 進 め 、
国民や防災機関等の防災行動を支援する。

台風 集中豪雨等 の対策台風 集中豪雨等 の対策

★解像度を2倍に強化
★観測時間を高頻度化（全球10分、日本域2.5分間隔）

＜防災監視機能大幅強化＞

次期静止気象衛星の整備
（H26年度 次期衛星（ひまわり８号）打上げ）

情報通信処理基盤
（次世代アデス）

スーパー

危険度（大）

長
周
期
地

大大
雨
リ
ス
ク

防
災
機
関
、

（特別警報を含めた防災気象情報の効果的な運用へ向けた取組）

＜急発達する積乱雲を早期検知＞

10分間（日本域）

台風の監視
機能も向上

ICT環境に適した
大雨・洪水等気象リスクを

メッシュ情報で提供

東西に２局配置
（東京、大阪）

コンピュータ
【高詳細な

豪雨等の予測】

地
震
動
の
大
き
さ小

ク
危
険
度

、
報
道
機
関
等

国民

防災
気象
情報

天気の急変（竜巻・雷・急な強い
雨）に関する新たな情報の発表各種観測システム

(アメダスデ タ等統合

地震・津波・火山噴火への対策地震・津波・火山噴火への対策

緊急地震速報・津波観測情報の高度化等 長周期地震動情報の提供 降灰警報（量的降灰予報）の発表

＜急発達する積乱雲を早期検知＞
急な強い雨・雷等に関する情報の高度化へ貢献

メッシュ情報で提供
避難行動を支援

(アメダスデータ等統合
処理システム など)

気象庁の地震、津波観測網のデータ収集・解析に加え、
他機関データ（海洋研究開発機構、防災科学技術研究所が

南海トラフ、日本海溝沿いに整備する観測網）も収集・解析し、
海域で発生する地震・津波をいち早く検知

周期の長いゆっくりとした揺れ
（長周期地震動）により、超高層
ビル等の被害発生
（3.11では大阪市の高層ビルで

火山灰の分布や移動を
高精度に把握
（次期衛星を活用）

＜降灰警報＞
防災行動に結びつく降灰量の
量的な提供

地震発生

津波観測計
地震計

海底津波計
海底地震計 火山噴火

気象衛星や遠望カメラ等による噴煙観測

2m超の横揺れ）

＜想定される被害＞

長
周
期

大

高層ビル等の大きな揺

ひずみ計

地殻観測体制強化

（南海トラフ沿い大規
模地震対策）

1mm以上
1cm以上
10cm以上

＜長周期地震動情報（予報）を発表＞

＜想定される被害＞
5mm：
1cm：
10cm：
30cm：

45cm：

鉄道信号機誤作動
停電発生
道路通行不能
ライフライン不能
建物への被害
建物倒壊

交通・運行
規制

避難指示

期
地
震
動
の
大
き
さ小

れを予測し情報提供す
ることにより、巨大地震
時の人的被害を軽減＜緊急地震速報を迅速化＞

海域での地震波検知により、
最大で30秒早く提供

＜津波観測情報を迅速化＞

海域での津波検知により、最大
で陸域に到達する20分前に提供

模地震対策）
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建設産業の支援、担い手確保・育成
（技能労働者の処遇改善、訓練機能の強化等）

防災・減災、国土強靱化、インフラの戦略的維持管理及び地域の活力の強化を図る ○骨太方針第２章４．（３）、第２章５．（３）

概算要求 税制要望

新規・拡充 3.2億円 －

防災 減災、国 強靱化、インフラの戦略的維持管理及び地域の活力の強化を図る
ため、建設産業の支援及び担い手確保・育成を推進する。

建設産業に係る主な支援策

１ 元請建設企業の資金繰りを支援

○骨太方針第 章 （ ）、第 章 （ ）
○日本再興戦略第Ⅱ．一．６

１．元請建設企業の資金繰りを支援
公共工事請負代金債権等を担保に、元請建設企業の資金繰りを支援する地域建設業経営強化融資制度を実施。

２．下請建設企業等の下請債権等を保全
元請建設企業が倒産した場合に、下請企業等の連鎖倒産を防止するため、下請債権等を保全する下請債権保全支援事業を実施。

３．建設企業による建設機械の保有を促進
災害応急復旧活動等に使用する代表的な建設機械について、建設企業の取得・保有を支援する建設業災害対応金融支援事業を実施。

４．建設企業の新事業展開等
地域の経済 雇用 安心を支える建設企業の新事業展開等の経営上又は施工管理等の技術的な課題の解決を支援するため 専門家に

建設産業の担い手確保・育成に係る主な施策

１ 担い手確保・育成検討会

地域の経済、雇用、安心を支える建設企業の新事業展開等の経営上又は施工管理等の技術的な課題の解決を支援するため、専門家に
よるアドバイス等を行う建設企業のための経営戦略アドバイザリー事業を実施。

１．担い手確保 育成検討会
建設産業戦略会議においてとりまとめられた提言に基づき、建設産業における担い手確保・育成に関する具体的方策を検討。

２．技能労働者への適切な水準の賃金支払及び社会保険未加入対策の推進
技能労働者の適切な賃金水準を確保するため、技能労働者の賃金水準の実態について、きめ細やかな調査等を実施。
また 法定福利費を内訳明示する標準見積書の本格活用 社会保険加入状況等の「見える化」システムの検討等の社会保険未加入対また、法定福利費を内訳明示する標準見積書の本格活用、社会保険加入状況等の「見える化」システムの検討等の社会保険未加入対
策も併せて実施することにより、技能労働者の処遇改善を図る。

３．教育訓練機能の強化
技能労働者の効果的かつ効率的な育成を図るため、従来からのOJTに加え、富士教育訓練センターをはじめとする職業訓練施設を
活用したOFF-JTを推進

４．優秀な若手技術者の確保
若手技術者及び学生等の詳細な実態把握を実施し、それを踏まえて技術者のキャリアパスのあり方を検討する。また、建設産業への新
規就業者の増加につながる入職促進策を検討する。

活用したOFF-JTを推進。
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多様な入札契約方式の導入・活用

中長期的な担い手の確保、行き過ぎた価格競争の是正、地域のインフラメンテナンス、発注者の
マンパワ 不足等の課題に対応するための新しい入札契約方式にモデル的に取り組む地方公共 ○骨太方針第３章３ （２）② ③

概算要求 税制要望

新規 ２．５億円 －

＜多様な入札契約方式の検討の例＞

マンパワー不足等の課題に対応するための新しい入札契約方式にモデル的に取り組む地方公共
団体に対する支援等を行い、多様な入札契約方式等の導入・活用を推進する。

複数年契約、複数業務の一括発注、共同受注方式（事業協同組合、地域Ｊ地域のインフラの的確な維持管理や災害対応等の確保を図るために必要

○骨太方針第３章３．（２）②、③
○日本再興戦略第Ⅱ．一．３.（２）.①

Ｖ）な場合等

公募により最も優れた技術を有する企業を選定し、価格や工法等について交
渉を行った上で契約する方式

技術的難易度が高く、民間の知恵とノウハウの最大限の活用と併せ、対話
により受発注者が柔軟に調整を進めることができない場合等

市町村

被災地におけるCM方式

被災地での取組を踏まえた「ＣＭ方式」工事の規模や難易度に応じた発注体制等を発注者が整備できない場合等

＜ポイント＞

ＵＲ
業務全般（工事・事業計画・換地・補償）の総合調整等

市町村
（事業主体）

計画、事業委託

＜ポイント＞
○発注事務負担の軽減
○契約手続、工事発注のスピードアップ
○下請選定における地元企業優先活用
○下請への支払の透明化、コスト＆フィー方式により下請けへのしわ寄せ防止

ＣＭ契約（請負）・・・公募プロポーザル（技術審査）＋価格交渉

ＣＭＲ（コンストラクションマネージャー）
工事の施工に係る調整、設計や施工方法の提案、施工に関するマネジメントを実施

大規模な土木工事の実績を
有する建設会社を想定。

地 （ （

（早期整備エリア）

地
（地 （

（工事施工）（調査・設計） （調査・設計）

（次期整備エリア）

（工事施工）

・・・・・・

地
盤
調
査
等

詳
細
設
計

建
設
業
者

（地
元
活
用
）

建
設
業
者

（地
元
活
用
）

Ａ地区 Ｂ地区

・・・・・・

地
盤
調
査
等

測
量
等

建
設
業
者

建
設
業
者

地
域
外
と
の
Ｊ

Ｖ
）

詳
細
設
計

建
設
業
者

（地
元
活
用
）

Ｃ地区

基
本
設
計

建
設
業
者

建
設
業
者

Ｄ地区 Ｅ地区
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インフラ長寿命化基本計画等の策定

○数値目標・ロードマップを明確化したインフラ長寿命化基本計画（基本方針）を本年秋頃までにとりまとめ
○日本再

長
るとともに、同計画に基づき、国、自治体レベルの全分野にわたるインフラ長寿命化計画（行動計画）を策
定し、これにより、個別施設ごとの長寿命化計画策定を着実に推進する。

○新技術の導入等を計画に明記するとともに、国の体制整備による自治体への支援などの取組を実施す
ることにより 戦略的な維持管理・更新のＰＤＣＡサイクルを発展・継続する

○日本再
興戦略

第Ⅱ．二．
テーマ３①

ることにより、戦略的な維持管理 更新のＰＤＣＡサイクルを発展 継続する。

インフラ長寿命化基本計画等の体系（イメージ）

○国としての基本方針インフラ長寿命化基本計画 （国）

○国、自治体レベルの全分野にわたる行動計画

○国としての基本方針

インフラ長寿命化計画
（国の全分野）

インフラ長寿命化計画
（自治体レベルの全分野）

インフラ長寿命化基本計画 （国）

○個別施設ごとの長寿命化計画道路 河川 港湾 道路 河川 港湾

長寿命化のサイクル

長寿命化計画による維持管理のＰＤＣＡサイクル

点 検

評 価

適切なタイミングで補修・補強などの対策を実施長寿命化計画

評 価

新技術の開発・活用等
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ＩＴ等を活用したインフラ点検・診断システムの構築ＩＴ等を活用したインフラ点検・診断システムの構築

インフラの急速な老朽化時代を迎え、非破壊検査技術やロボット技術等の ○骨太方針 第３章 ３．（２）②

概算要求 税制要望

新規 2.3億円 ―

インフラの急速な老朽化時代を迎え、非破壊検査技術や ボット技術等の
新技術やＩＴの活用により、維持管理・更新システムを高度化し、インフラ管
理の安全性、信頼性、効率性の向上を実現する。

○日本再興戦略 第Ⅱ．二．テーマ３．（２）①
○科学技術イノベーション総合戦略 第２章Ⅲ．３．（１）
○世界最先端IT国家創造宣言 Ⅲ．２．（２）②

老朽化対策の全体像 社会資本の老朽化対策における新技術等の活用イメ ジ

総点検・修繕

老朽化対策の全体像
⇒老朽化対策会議 当面講ずべき措置（H25.3.21)

社会資本の老朽化対策における新技術等の活用イメージ

Ⅰ 点検・診断技術の開発・導入

官民連携のもと、管理ニーズを踏まえたIT等の適用性等をインフラでの実証等により検証

GPSアンテナ

Ⅱ モニタリングシステムの開発

維持管理情報のプラットフォーム構築

維持管理の基準・マニュアルの改善・明確化

デジタルカメラ
GPSアンテナ

IMU 走行
センサー

センサー

基準点（緯度経度）

例：損傷が大きい箇所等
における変位等の監視

例：事務所で
データ取得

新技術導入、既存技術の横断的活用

地方公共団体への支援 データ転送

高解像度カメラやレーザースキャナにより、
堤防の変状、沈下等の恐れのある箇所を
絞り込み

レーザスキャナ

堤防等を実測

したレーザ点群

センサー

センサー

センサー

地方公共団体への支援

維持管理等の担い手支援

維持管理 画像 検索

デ タ転送
・情報処理

点検・診断

絞り込み。

Ⅲ 維持管理情報の
プラットフォームの構築

IT、クラウド
技術の活用

地理空間情

体制・法令等の整備

長寿命化計画の推進

維持管理
データ

画像
データ

検索
システム

大量データの収集、分析
データ評価

維持管理が容易な

適切な
補強・補修

報の活用

地域との協働やＰＦＩ/ＰＰＰの民間活
用、トータルコストの抑制等にも寄与
維持管理・更新のＰＤＣＡサイクルの構築

トータルコスト縮減・更新費平準化 インフラ管理の安全性、信頼性、効率性の向上

維持管理が容易な
インフラ設計に活用
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道路の老朽化対策（高速道路の大規模更新等）のため下記施策を推進する。
イク を支える体制整備（自治体 技術支援体制 構築 等）

道路の老朽化対策（高速道路の大規模更新等）
概算要求 税制要望

道路事業費の内数
社会資本整備総合交付金等の内数

―

・メンテナンスサイクルを支える体制整備（自治体の技術支援体制の構築 等）
・ 道路施設の点検・長寿命化修繕計画策定の推進
・ 道路の維持管理技術に関する研究開発の推進（ICTを活用したモニタリングによるマネジメ ントモデル構築、

非破壊検査等）
・道路情報プラットフォームの構築（道路施設情報を蓄積するデータベースと交通情報を一元的に扱う道路情報

プラ トフォ ムの構築）

○骨太方針 第３章 ３．（２）②
○日本再興戦略

第Ⅱ．二．テーマ３．①

・大型車等の通行による疲労損傷への影響をモニタリングし、非破壊検
査による疲労進行の結果と合わせ 分析評価し 効率的な予防保全の

プラットフォームの構築）
・ 高速道路の維持管理・更新への取組（大規模更新等の実施）

○ICTを活用したモニタリングによるマネジメントモデル構築

・長期にわたるネットワーク機能の維持、構造物の安全性確保のため、通
常の修繕に加えて 大規模更新等の更新投資が不可欠

○高速道路の大規模更新等の実施

査による疲労進行の結果と合わせ、分析評価し、効率的な予防保全の
ための疲労損傷予測モデルを確立

＜計測状況＞

常の修繕に加えて、大規模更新等の更新投資が不可欠
・財源の確保など、更新投資に必要な制度を検討

＜大規模更新が必要な区間の例（首都高速1号羽田線 東品川桟橋）＞

桟橋構造
鉄筋腐食によるコンクリート剥落 満潮時の桟橋構造（海面近接部）

「第９回国土幹線道路部会（H25.5.10）資料７より作成」

＜大規模更新等の概算費用＞ ＜更新需要に いての負担のあり方（案）＞

車両重量計

⑤ 分 配 横 桁 貫 通 部③ 横 桁 取 付 部 ・ 交 差 部

　 補 剛 材 と フ ラ ン ジ の 溶 接 部
計測状況

＜大規模更新等の概算費用＞ ＜更新需要についての負担のあり方（案）＞

首都高速 阪神高速

大規模更新
（橋梁架替等）

5,500～
6,850億円

4,400億円 建設債務の償還満了後、
料金徴収期間を延長

償還制度の見直しイメージ

「国土幹線道路部会中間答申（H25.6）より作成」

① ソ ー ル プ レ ー ト

周 辺

⑤ 対 傾 構

　 取 付 部

② ガ セ ッ ト

　 　 　 プ レ ー ト 周 辺
④

ひずみゲージ設置状況

ひずみゲージ設置状況

○道路情報プラットフォ ムの構築

大規模修繕
950～

1,050億円
400億円

（耐久性向上） 1,350億円 1,400億円

建設債務の償還

H62

更新費

料金徴収期間を延長

H17

10～15年程度を目安 ○道路情報プラットフォームの構築

・健全度の評価に関するノウハウの蓄積
・維持修繕の効率化
・技術的知見の把握・蓄積 等に活用

合計
7,900～

9,100億円
6,200億円

※NEXCOについては、有識者委員会において、
今秋にも、短期的に実施する大規模更新等
に必要な費用を算出する予定

・高速道路の利用者による負担を基本に、民営化時に
想定した債務の償還満了後、10～15年程度を目安と
して料金徴収期間の延長を検討

・その際、民営化の趣旨を踏まえ、民営化時債務と更新
債務を区分

10 15年程度を目安
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○公営住宅について、一定の建替え需要が見込める場合は、ＰＰＰ／ＰＦＩ

公的賃貸住宅ストックの維持管理・更新（長寿命化モデル事業の創設等）
概算要求 税制要望

新規 50億円
社会資本整備総合
交付金等の内数

－

○公営住宅について、 定の建替え需要が見込める場合は、ＰＰＰ／ＰＦＩ
手法を導入した建替え・福祉拠点化を推進するとともに、耐用年限（ＲＣ
で70年）を大幅に超えて活用できるよう、徹底的な長寿命化対策を実施
するモデル的取組を進める。

○また、維持管理・更新に係る基準・マニュアル等の策定・見直しを実施す

○骨太方針：第2章4. 第2章6． 第3章3.（2）・②
○日本再興戦略：一.5.② 二.テーマ１．(1).(2).③.Ⅱ 二.テー

マ３．(2).①.Ⅱ

公営住宅の建設年代別ストック戸数 （2011年度末時点）○また、維持管理 更新に係る基準 マニュアル等の策定 見直しを実施す
る。

現状・課題現状・課題

22 万戸

1 万戸

1 万戸
50

60

70

80

90

100
（万戸）

公営住宅の建設年代別ストック戸数 （2011年度末時点）

用途廃止戸数（万戸）

管理戸数（万戸）

○ 昭和４０年代建設の公営住宅ストックが大量に更新期を迎える中、多くの地方公共団体に
おいては、建替えに十分な予算や組織・人員の確保が困難な状況。

各施策の概要各施策の概要

2 万戸 9 万戸

68 万戸
58 万戸

41 万戸
31 万戸

9 万戸

31 万戸

43 万戸

1 万戸

0

10

20

30

40

～1954
S20年代

1955～
S30年代

1965～
S40年代

1975～
S50年代

1985～
S60～H6

1995～
H7～H16

2005～
H17～

○公営住宅、ＵＲ住宅、公社住宅の既存ストックを超長寿命化するための先導的取組（①躯体の劣化防止措置、②設備更新、
③耐震化（耐震性の確認） ④バリアフリ 化 ⑤省エネ化 ⑥エレベ タ 設置等）を導入したモデル事業の創設

① 公的賃貸住宅ストック長寿命化モデル事業の創設

各施策の概要各施策の概要 （建設年代）

※「用途廃止戸数」は、建設年代ごとの整備戸数と、2011年度末時点の建設年代ごとの管理戸数の差

③耐震化（耐震性の確認）、④バリアフリー化、⑤省エネ化、⑥エレベーター設置等）を導入したモデル事業の創設。

【公営住宅】

② 公的賃貸住宅ストックの維持管理・更新に係る基準・マニュアルの見直し等

【UR賃貸住宅】【公営住宅】
○基準・マニュアル等の策定・見直し
○長寿命化計画の策定推進

【UR賃貸住宅】
○各種基準・マニュアルの見直し
○長寿命化のための計画の策定推進 ○既存データベースの改善、情報の蓄積・充実・共有化

③ PPP／PFIによる公営住宅建替え推進 福祉拠点化③ PPP／PFIによる公営住宅建替え推進、福祉拠点化

○ 県庁所在市規模の地方都市を想定

○ 集約化のニーズや建替え需要（・人口増）がそれなりに見込めるものの、公共団体の組織・人員・財政状況等が制約となり、公営住宅の建て
替えが進んでいない地区を想定し、モデルプロジェクトの調査（平成２５年度住宅建設事業調査費）
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電子防災情報システムの構築

合成開口レーダやビッグデータを利用した被災状況把握等新技術を活用するとともに ○骨太方針 第２章５ （３）

概算要求 税制要望

新規 約61億円の内数 －

合成開口レーダやビッグデータを利用した被災状況把握等新技術を活用するとともに、
被災状況を含め様々な情報集約を図るための電子防災情報システムを構築して速や
かな応急活動を可能とするなど、防災・減災分野におけるイノベーションを推進する。

○骨太方針 第２章５.（３）
○日本再興戦略 Ⅱ.一.４.③
○世界最先端ＩＴ国家創造宣言

Ⅲ . ２.（２）、Ⅲ. １. （１）
○科学技術イノベーション総合戦略

第２章Ⅲ.３.（２）、（４）

被災状況の把握被災状況の把握基礎情報を事前 意 被災状況の把握被災状況の把握

○被災状況調査（空、宇宙等から情報収集）
・ 2,500分の１基盤地図情報
・航空レーザ測量による精密標高データ
・重要施設の基本情報 等

基礎情報を事前に用意

道路被災・
啓開状況

備蓄量

浸水範囲
ラジコンヘリ

ＣＣＴＶ
カメラ防災ヘリ

・重要施設の基本情報 等

イメージ

避難施設

行政機関

被災状況等
を集約

交通網
重要施設

備蓄量

電子防災情報図
通行可

浸水範囲 ・ＳＡＲ（合成開口
レーダ）画像 ・ビッグデータの活用

浸水域は黒く映る

行政機関

携帯電話の位置情
報から被災範囲や
避難状況等を把握

車両の通行実績か
ら道路の被害状況
等を把握

精密標高

写真

通行不可

発電所
市役所

病院

備蓄燃料

備蓄燃料

レ ダ）画像

○TEC-FORCEによる調査・状況把握

・ビッグデータの活用

・現地に派遣されたTEC-
隊員等 現在位置をデータ

市役所

×落橋

○人孤立

基盤地
図情報基礎情報に加え、被災状況等

のリアルタイムの情報を１枚の
地図に重ね合わせ

FORCE隊員等の現在位置を
防災センターとリアルタイム
に共有

・現場から災害情報の更新
・指示事項伝達の迅速化

集約した情報を共有、迅速・的確な初動・応急対応に活用
＜電子防災情報システム＞

地図に重ね合わせ

防災センター
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次世代インフラマネジメントシステムの構築

○骨太方針 P30

概算要求 税制要望

新規・拡充 30億円 －

本施策では、次世代技術を活用したインフラマネジメントシステムを
導入・推進することで、さらなる技術革新を進め、進化していく社会
インフラを構築していく。

第３章 ②新しく作ることから賢く使うことへ
○日本再興戦略 P75～

テーマ３：安全・便利で経済的な次世代インフラの構築
○科学技術イノベーション戦略 P25～

世界に先駆けた次世代インフラの整備
創造○世界最先端IT国家創造宣言 P13

（２）世界一安全で災害に強い社会の実現

CIM（3次元モデル） 3次元レーザースキャニング ＩＣタグ

1974-0008-0002ＩＣタグ

1974-0008-0002建設現場の工場化

配筋図橋梁

ＩＣタグ

1974-0008-0002ＩＣタグ

1974-0008-0002

ＩＣ
タグ

1974-0008-0002

ＩＣ
タグ

1974-0008-0002

ＩＣ
タグ

1974-0008-0002

ＩＣ
タグ

1974-0008-0002

CタグICタグ
設計

GNSS

ＩＣタグ
08 0002ＩＣタグ
08 0002

センサー

基準点（緯度経度）

例：事務所で
データ取得

センサー技術 モニタリング技術 3次元データ

地理空間情報

調査

1974-0008-0002
1974-0008-0002

情報化施工

TS

GNSS

電子基準点

電子基準点

センサー

センサー

センサー

センサー

人材育成の技術革新

視界内で見える情報 ウェアラブル
ディスプレイ

ビッグ
データ

施工
調査 情報化施情報化施工

民間会社役 所

人材育成の技術革新人材育成の技術革新

モデル化素材

情報共有ツール

ビッグデータの活用クラウドシステム

災害
対応

維持
管理

社会資本情報プラットフォーム ンテナン ボット技術メンテナンスロボット技術

水中探査ロボット壁面診断ロボット 建設機械情報共有
データベース 無人調査・施工ロボット

センサー情報

議論情報
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○運輸事業者が安全管理体制の構築・改善に自主的に取り組み、国がその取組を評価・助言する運輸安全マネジメントに

運輸安全マネジメント制度の充実強化等
概算要求 税制要望

下記参照 －

ついて、全貸切バス事業者等へ実施の義務付けを拡大するなど、制度を充実強化する。（対象事業者：約5,500者→約10,000者）

○踏切死亡事故について、運輸安全委員会の調査機能を拡充する。
○鉄道事故等を未然に防止するための調査等を行い、安全・安定輸送の取組を強化する。

運輸安全委員会の調査機能拡充運輸安全マネジメント制度の充実強化 概算要求額：０．４億円

現在の状況・課題と今後の充実強化の方向性

自動車モード（305者）

今後の充実強化の方向性現在の状況・課題
※全対象事業者 5,456者

約4,800者に拡大

現状及び問題点

（踏切死亡事故） 概算要求額：０．４億円の内数

踏切障害事故については、死者数が横ばい。

事故防止 観点から 多様な関係者に働きかける
動

関越道高速ツアーバス事故を受け、実

施義務付け対象を、一定規模（バスは

200両）以上の事業者に加えて、全貸

切バス事業者等（約4 500者）にも拡大

実施義務付けが拡大されるバス

事業者に対する効果的な評価

方法を開発し 評価を実施する

★全モード共通の方向性

対応策

→事故防止の観点から、多様な関係者に働きかける

新たな取組みが必要。

海事モード（4,346者）

切バス事業者等（約4,500者）にも拡大

予定（10月）

方法を開発し、評価を実施する
○全般
・効果が高いと見込ま
れる分野に重点を置
いたメリハリのある
評価の実施

運輸安全委員会の調査機能拡充

事故リスクが高い踏切における死亡事故について、

運輸安全委員会の調査機能を拡充する。

対応策

当面６ヶ年（平成25年度～）の

中期計画のもと評価を実施し、

必要に応じ計画を見直す

中小事業者を含め平成24年度までに

評価を一巡し、その結果を踏まえ、評

価方針を見直したところ

○大手・中堅事業者対策
・運輸安全マネジメント
評価の高度化及び安全
管理の実効性確保

鉄道車両等の安全対策の強化
概算要求額：１．７億円の内数【新規】

鉄道モード（736者）

中小事業者を含め平成24年度までに評
価を一巡したところ

中小事業者を含めた効果的な
評価のあり方を検討し、評価を
実施する

○中小事業者対策
・官民連携の手法を活
用した制度の一層の
普及・啓発

平成23年5月のJR北海道石勝

線における列車脱線事故をはじ

め、車両に起因する事故等の発

生を踏まえ、再発防止にとどまら

航空モード（69者）

引き続き評価を着実に実施する比較的高水準な取組を行えているところ

ず、未然に防止するための調査

等を行い、安全・安定輸送の取

組みを強化する。【事故車両】
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事業用自動車の安全対策の強化(監査・処分の厳格化、事故調査機能の強化等)

監査・処分の厳格化 事故調査機能の強化

概算要求 税制要望

下記参照 －

概算要求額：０ ４億円
概算要求額：０．７億円【新規】

（自動車安全特別会計）

昨年４月に発生した関越道高速ツアーバス事故を受けて、本年４月に「高速・貸切バスの安全・安心
回復プラン」を策定し、悪質事業者への集中的な監査・厳格な処分、交替運転者配置基準の導入に
よる過労運転の防止等、今後２年間にわたり、安全対策の取組を集中的に実施する。

事 概

監査 処分の厳格化
○ 社会的影響の大きな事業用自動車の重大事故については、事故の背景にある組織的・構造

的問題の更なる解明を図るなど、より高度かつ複合的な事故要因の調査分析と、客観性が
ありより質の高い再発防止策の提言を得ることが求められているところ。

○ このため、 国土交通省自動車局、道路局及び警察庁交通局の協力の下、外部委託により
「事業用自動車事故調査委員会（仮称）」を設け、事業用自動車の重大事故の事故要因の調

事故調査機能の強化概算要求額：０．４億円 （自動車安全特別会計）

平成24年4月29日（日）未明、関越道において高速ツアーバスが乗客45名を乗せて走行中、
道路の左側壁に衝突し、乗客7名が死亡、乗客38名が重軽傷を負う事故が発生。

事故の概要

国土交通省の対応

動 委員 」 、 動
査分析と再発防止策の提言を行わせることとする（平成26年度から実施予定）。

これまでの事故調査

地方運輸局・運輸支局職員が自ら事故調査を実施。外部有識者から構成される検討会におい
て 調査結果を分析するとともに 必要な再発防止策をとりまとめている

● 交通事故要因分析検討会（平成１３年度～現在：国土交通省自動車局）

事故直後に「事故対策本部」を設置し、情報

収集・関係機関との連絡調整を実施
被害者相談窓口において、被害者の方々か

らの相談・要望に対応

監査・処分の厳格化

効率的・効果的な監査の実施

○ 悪質な事業者に対する監査の優先

的実施

て、調査結果を分析するとともに、必要な再発防止策をとりまとめている。

今後の事故調査
事故発生

協力 協力

緊急対策を実施（平成２４年６月）

緊急重点監査の実施、利用者通報窓口の
開設 等

的実施

○ バス発着場など街頭における監査

の実施

○ 第三者機関、事業者による自己点

検の活用 等

国土交通省道路局 警察庁交通局国土交通省自動車局

事業用自動車事故調査委員会（仮称）

「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」の策定

・全国一斉点検の実施（適宜実施）
国土交通省職員が法令遵守状況を確認

実効性のある行政処分等の実施

○ 悪質な事業者への処分基準を

強化する一方、軽微な違反への

対応を効率化

○ 現場での迅速な是正措置

特に重大な事故（年２～３件程度） 重大な事故（年１０～２０件程度）

○ 複数専門家による現地調査を実施（地
方運輸局、道路管理者、都道府県警察
に同行するなどによる）

○ 現地調査結果や関係機関の情報、類似
事故デ タ等を踏まえ 人 道 クルマ

○ 関係機関による調査結果等を活用。

○ これに加え、過去の類似事故データ等
を踏まえ、人、道、クルマや、労働・健
康問題や事故の背景に潜む組織 構「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」の策定

（平成２５年４月）

○ 新高速乗合バスへの移行・一本化

○ 悪質事業者への集中的な監査・厳格な処分

○ 交替運転者配置基準の導入による

○ 現場での迅速な是正措置

監査に関する環境整備等

○ 監査に係る体制の充実
（監査要員の増員、研修の充実 等）

事故データ等を踏まえ、人、道、クルマ
や、労働・健康問題や事故の背景に潜
む組織・構造的な要因を含む、複合的
な分析を実施。

康問題や事故の背景に潜む組織・構
造的な要因について、複合的な分析
を実施。

要因分析、再発防止策（案）の作成・審議

過労運転の防止 等

今後２年間にわたり、
安全性向上に向けた取組を集中的に実施

○ 事業者側の受け入れ環境の整備

要因分析、再発防 策（案） 作成 審議

報告書（再発防止策に関する意見）の提出 ※運輸安全委員会の
技術的助言を得る
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航空の安全対策の強化（航空機の安全確保体制）

最近の航空機において進展している新技術等に適切に対応するため、航空機の運航安全に関するリスクを適確に把握・
管 する 航空機 安全対策 強 を る

概算要求 税制要望

0.2億円 －

航空機の性能 効率性の向

航空機の開発・製造を
めぐる環境の変化

①航空機での使用実績の少ない新技術の導入

・リチウムイオンバッテリー

新素材を用いた機体構造

②航空機の新たな製造手法の導入

・個々のシステム・部品は
装備品メ カ が開発

管理することにより、航空機の安全対策の強化を図る。

航空機の性能・効率性の向
上等のため、航空機の開発・
製造における新技術の導入
が進展

・新素材を用いた機体構造

・ヘッドアップディスプレイ

など リチウムイオン
バッテリー

装備品メーカーが開発・
製造し、航空機メーカー
は組立てを中心に実施

B787
（写真出典：ボーイングHP）ヘッドアップディスプレイ

想定外のトラブルの発生など安全上の問題が顕在化

航空機メーカー等において

・新技術に関する知識・経験が不足

［７８７型機のリチウムイオンバッテリー事案］

ボストン空港

○新技術であるリチウムイオンバッテリー
が発火・発煙し、長期間にわたって運航・新技術に関する知識・経験が不足

・個々の装備品メーカーが開発・製造したシステムの相互干
渉等の検討が不十分

→新技術のリスクが十分に把握・管理されない

ボ トン空港
バッテリー
発火事案
１月７日

（米国時間）

高松空港

が発火 発煙し、長期間にわたって運航
停止

○米国国家運輸安全委員会において
・認証時に想定されていなかったバッテ
リー・セル間の熱の伝播が発生

○想定外のトラブルの発生
○トラブルの原因究明・対策検討の長期化

高松空港
緊急脱出

事案
１月16日

・認証時に想定したバッテリーの故障確
率を上回っていたこと

等が指摘

新技術等に対応した航空機の安全対策の強化

○新技術等の動向の把握
○国内外 安全情報 分析

新技術など航空機の運航安全に関するリスク管理体制の強化

○機体導入時等における検査体制の強化
○導入後 ト ブ 調査 対策強化

導入時の検査、運航中における重大トラブルの未然防止の強化

連携

新技術など、航空機の運航安全に関するリスクを的確に管理し、導入時の検査、運航中における重大トラブルの未然防止の強化が必要

○国内外の安全情報の分析
○外部有識者の活用

○導入後のトラブル調査・対策強化
○航空会社に対する指導・監督体制強化

連携
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通学路をはじめとする歩行空間等の安全・安心の確保

○通学児童の安全を確保する「通学路安全プログラム（仮称）」策定等を推進する

概算要求 税制要望

道路事業費の内数
社会資本整備総合交付金等の内数

―

○通学児童の安全を確保する「通学路安全プログラム（仮称）」策定等を推進する。
・継続的な点検の実施やＰＤＣＡサイクルによる対策の改善・充実の実施のため、市町村毎に「通学路安全

プログラム（仮称）」を策定。プログラムに対しては交付金で重点的に支援
○歩行空間のユニバーサルデザインを推進する。

・駅前広場などの交通結節点等におけるバリアフリー状況を点検し 連続的なバリアフリー化を促進
○骨太方針
第２章５ （１）駅前広場などの交通結節点等におけるバリアフリ 状況を点検し、連続的なバリアフリ 化を促進

○街の交通環境整備のための官民連携を推進する。
・道路附属物として道路管理者が設置した上屋やベンチに対し、広告板等の占用物件の添加による広告料

でバス停上屋の維持管理を行うなど、官民連携により病院や学校周辺のバス停等の整備を推進

第２章５．（１）

【通学路安全プログラム】
・学校、ＰＴＡ、警察など関係機関と連携し、計画的な通学路対策を実施する

ための市町村毎の計画

≪歩行空間のユニバーサルデザインの推進≫

・駅前広場等の交通結節点等のバリアフリー状況を点検
⇒連続的なバリアフリー化を促進

≪通学路安全プログラム（仮称）の策定等≫

駅

市役所
商業施設

ための市町村毎の計画
・プログラムに基づき、継続的な点検や、ＰＤＣＡによる対策を充実・実施

〈ＰＤＣＡによる対策の充実例〉

緊 冬 冬合 合

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 以降

〈継続的な点検例〉

対策計画の作成

Ｐｌａｎ

商店街

商業施設

≪街の交通環境整備のための官民連携の推進≫

立体横断施設へのエレベータの設置

（参考）広告付きバス停上屋 ベンチの例

緊
急
合
同
点
検

冬
期
合
同
点
検

冬
期
合
同
点
検

合

同

点

検

合

同

点

検

効果
検証

効果
検証

Ｄｏ
効果的な
対策の検討

Ｃｈｅｃｋ

合同定期点検
効果検証

Ａｃｔｉｏｎ

対策の実施

【ライジングボラードによる歩行空間の安全確保】

（参考）広告付きバス停上屋・ベンチの例

・道路占用制度を活用
したPPP手法により、
バス停上屋等の維持
管理等を実施し、バ

路肩のカラー化等の緊急的な対策実施

対策の充実、歩道整備等の恒久的対策実施

効果検証例

（路肩カラー化後の車両速度の測定）

・歩行空間の安全確保のため、車両の進入を抑
止できる自動昇降式のライジングボラードの活
用を検討

管理等を実施し、バ
ス停等の整備を推進。
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自動車の無車検車・無保険車対策やリコールの監査・指導の強化、点検整備の推進等

○無車検車・無保険車の撲滅のために 従来の取組に加え 多角的に施策を実施する

概算要求 税制要望

拡充 6.3億円
（自動車安全特別会計）

－

ディーラー監査を含めたリコールの監査等の強化

○無車検車 無保険車の撲滅のために、従来の取組に加え、多角的に施策を実施する。
○リコールに係る事業者の不適切な対応を踏まえ、ディーラー監査を含めた監査・指導の強化を実施する。
○自動車関連ビッグデータを活用した、自動車の点検整備に係る指導、点検整備基準の検討等を実施する。

無車検車・無保険車対策の強化 自動車の適切な点検整備の推進ディーラー監査を含めたリコールの監査等の強化

●設計・製作等に起因する不具合を発見し、必要な改修等の実施
により重大事故等を未然に防止するためには、メーカーが広く
不具合情報の収集を行い、原因究明・市場措置を適切に実施す
ることが重要。

●販売店（ディーラー）がメーカーに不具合情報を適切に報告し
ていない場合や リ ル改修作業を適切に実施していない事

無車検車・無保険車対策の強化 自動車の適切な点検整備の推進

○ハガキ送付による早期是正の促進（新規＋拡充）

MOTAS等により無車検車・無保険車を抽出後、ハガキを送付
○回答内容により、無車検車・無保険車の実態を把握・分析
○失念による無車検・無保険を防止
○回答のない者には再度ハガキで警告

○点検整備に係る指導の履歴を自動車検査証に記載

◯事業者の不適切な対応事案を踏まえた

ていない場合や、リコール改修作業を適切に実施していない事
例が散見されるため、ディーラーへの監査の強化により、改善
を図る。

●メーカーが不具合情報を放置せず、原因究明・市場措置を適切
に実施するよう、（独）交通安全環境研究所との連携強化など
を通じて、メーカーへの監査・指導を強化する。

○年○月○日指導
△年△月△日指導

○無車検車・無保険車の把握の強化（拡充）

検査標章・保険標章により確認

○ガソリンスタンドに加え、カー用品店、整備工場にも依頼し、
駐車監視員・指導員の監視回数を増加

○検査標章の視認性についても向上策を検討

【リコールに係
る業務】

【リコールに係る業務】
メーカー監査
ディーラー監査
リコール届出受理

技術検証依頼

結果報告
国

◯事業者の不適切な対応事案を踏まえた
監査・指導等の強化案

（独）交通安全
環境研究所

繰り返し指導 中古車価値に影響

無車検車・無保険車であった場合・・・

通報

○ナンバー自動読取装置・カメラの活用（新規）

国土交通省

技術検証の
実施 ← 法

令に基づき国
から依頼

等

不具合情報の収集・分析
← ユーザーからの情報等
事故車両見分の立会い
← 警察からの通報に対応

等

監査・指導の

連携の
強化

繰り返し指導 中古車価値に影響

○スキャンツールを用いて点検整備情報を取得後、
サーバーに蓄積し、それを分析することで、
電子技術が使用された自動車の点検整備基準の
検討等を実施

スキャンツール

ナンバー自動読取装置・カメラを公共施設の駐車場等に設置し、
読み取ったナンバーとMOTASの情報を突合し、無車検車・無保
険車を捕捉

突合

公共施設の駐車場等

事
業
者

ディーラー メーカー

監査 指導の
強化

【リコールでの役割】

故障、修理情報の
収集

リコール等改修作

不具合
情報の
報告

【リコールでの役割】
不具合情報の収集・分析
原因究明
市場措置の検討

傾向分析傾向分析傾向分析傾向分析

○国土交通省による立入検査・指導（新規）

悪質な無車検車について国土交通省による立入検査・指導・警
察への告発を実施

突合

MOTAS

不適切な改修
作業の実施

報告が
不十分

情報の放置、原因究明の
停滞、不適切な判断等

リ ル等改修作
業の実施

市場措置の検討
リコール

■スキャンツールとは、車両とコネクタで接続し車両内の
電子制御ユニットと通信を行い、解析及び整備するために
使用するツールで、言わばクルマの電子制御状態を
「見えるようにする道具」である。

○警察と協力した街頭取締り（継続）

警察と協力して、街頭で無車検車・無保険車の取締りを引き続き
実施

Ⅱ- 2 - 26


	バインダー1
	001010536-08
	001010536-09
	001010536-10
	001010536-11
	001010536-12
	001010536-13
	001010536-14
	001010536-15
	001010536-16
	001010536-17
	001010536-18
	001010536-19
	001010536-20
	001010536-21
	001010536-22

	001010025-02
	001010025-03
	001010025-04
	001010025-05
	001010025-06
	001010025-07
	001010025-08
	001010025-09
	001010025-10
	001010025-11
	001010025-12



